
島津グループは、個⼈の⼈権の尊重、児童労働や強制労働の排除、
⼈種・性別・⾔語・国籍・宗教・⾝体的ハンディキャップ・信条による

差別の禁⽌など、⼈権や労働に関する国際規範や、
労働者の権利や労働時間などに関する各国の法令を遵守します。

株式会社 島津製作所
常務執⾏役員

法務・ダイバーシティ経営・健康経営担当
梶⾕ 良野


